
  中小企業の方々へ 
 

○ 年末の資金等融資で悩んでいる方 
○ 経営に関するアドバイスが欲しい方 
○ 経営革新を図りたい方 
○ 創業をめざしている方 
○ 受発注取引あっせん など 
中小企業診断士のほか、日本政策金融公庫（一日公庫）、

神奈川県信用保証協会、（財）神奈川産業振興センター、神

奈川県湘南地域県政総合センター商工観光課、茅ヶ崎商工

会議所職員等がご相談に応じます。 
なお、相談は無料、秘密は厳守いたします。 
お気軽にご相談ください。 
 

お気軽になんでも

ご相談ください！ 

特別経営 
総合相談会 

無料 

◆ と  き 

１１月２４日（水）

10:00～16:00 
（ 受 付 ： １ ５ 時 ま で ）

◆ と こ ろ 

茅ヶ崎商工会議所 
４階大会議室（茅ヶ崎市新栄町 13-29） 
◆ 主  催：神奈川県湘南地域県政総合センター／茅ヶ崎商工会議所 
◆ 協力機関：日本政策金融公庫横浜支店／（財）神奈川産業振興センター 

神奈川県産業技術センター／神奈川県信用保証協会藤沢支部 

ＪＲ茅ヶ崎北口より徒歩約５分 
※ お車でのご来場はご遠慮ください 

◆ 問い合わせ先：茅ヶ崎商工会議所       神奈川県湘南地域県政総合センター 

         (中小企業相談所)       （商工労働部商工観光課） 

TEL ０４６７－５８－１１１１     TEL ０４６３－２２－２７１１（内線 2523）

FAX ０４６７－８６－６６０１       FAX ０４６３－２３－０５９９ 

（裏面の申込書でお申し込みください） 



『特別経営総合相談会 申込書』 

 
【１１月２４日（水）開催】 

相談区分 ご希望時間 

金 融 

（日本公庫） 
10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 

金 融 

（保証協会） 
10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 

経営・創業 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 

受発注取引 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 

経営革新 

承認申請 
10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 

＊ 上記、区分に○をお願い致します。(複数の区分の相談も可能です) 

＊ 申込状況により、相談時間はご希望に添えない場合もあります。 
 

事業所名 
 

 

代表者名 
 

 

相談者名 
 

 

所 在 地 
 

 

電   話          （   ） 

Ｆ Ａ Ｘ          （   ） 

業   種 製造・建設・卸売・小売・サービス業・その他（    ） 

相談内容 
※概要をお書き 

ください 

 

 

 

 

 ＊相談時間  午前１０時～正午 及び 午後１時～４時（受付：午後３時まで） 

  

 ＊金融相談の方は、下記のものを当日ご持参ください。 

   ①法人企業の場合  ・法人の確定申告書及び決算書   （2期分：コピー） 

   ②個人の場合    ・所得税の確定申告書及び決算書 （2年分：コピー） 

  

 ＊申込書にご記入いただいた内容は、相談以外の目的に使用したり、提供することはありません。 

 

＜申 込 先＞  茅ヶ崎商工会議所 中小企業相談所 
            ＴＥＬ ０４６７－５８－１１１１ 

ＦＡＸ ０４６７－８６－６６０１ 


